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平成２３年度  し尿処理実施計画 

 

本町のし尿処理について、本年度においても収集運搬業務は、生し尿については

（有）播磨清掃社に委託し、浄化槽汚泥は、既許可業者である浄化槽清掃業者（４

の(ロ)参照）により行う。 

  処理業務については、加古郡衛生センターで行う。 

 

 行政区域面積    ９.０９ｋ㎡  計画処理区域    ９.０９ｋ㎡ 

 行政区域人口 

 計画収集人口 

 計画収集外人口 

 ３４，３００人

      ７９０人
 ３３，５１０人

計画処理区域

くみとり世帯数

その他世帯数

１３，７００世帯 

３００世帯 

１３，４００世帯 

 

１．  排出量                        ３，９００㎘ 

      生し尿                        １，１００㎘ 

      浄化槽汚泥                    ２，８００ ㎘ 

 

２．  収集区域 

      播磨町内全域とする。（ただし、東新島は除く。） 

 

３．  収集回数 

  (イ)生し尿  ：  一般汲取式トイレの家庭    月１回を原則 

                  簡易水洗式トイレの家庭    月１回を原則 

                  店舗・事業所等のトイレ    申込みを原則 

    なお、一般家庭で特別な事情があるときは、申込みにより収集する。 

  (ロ)浄化槽汚泥  ：  環境保全上、清掃が必要になったとき。 

 

４．  収集体制 

  (イ)生し尿  ：  委託業者による。 

        委託業者   所在地    播磨町北本荘７丁目９番１８号 

                   名  称    (有)播磨清掃社 

収集運搬車  ３．７㎘バキュ－ム車  ２台 

                    １．８㎘バキュ－ム車  １台 

人 員      作業員  ６名 

                   事務員  １名  



 
(ロ)浄化槽汚泥  ：  許可業者による。 

        ５業者で収集・運搬する。 

 

 ※廃掃法第７条許可業者一覧表 

     名            称  従業員数  収集運搬車両 

㈲ 播 磨 清 掃 社     ７名
 １．８㎘バキュ－ム車  １台 

 ３．７㎘バキュ－ム車  ３台 

㈱ 大 前 清 掃     ４名 １．８㎘バキューム車  １台 

㈲ エ コ ク リ ー ン     ５名 ３．７㎘バキュ－ム車  １台 

阪 神 連 合 清 掃 ㈱     ６名
３．０㎘バキュ－ム車  １台 

２．７㎘バキュ－ム車  ２台 

播 磨 営 繕 ㈲   ７名 ３．７㎘バキュ－ム車  ２台 

 

※浄化槽法第３５条許可業者一覧表 

     名              称  従業員数

㈲ 播 磨 清 掃 社    ７名

㈱ 大 前 清 掃    ４名

㈲ エ コ ク リ ー ン    ５名

阪 神 連 合 清 掃 ㈱    ６名

播 磨 営 繕 ㈲   ７名

㈱ 大   洋   ２７名

 

５．  中間処理施設 

      し尿処理施設（名称：加古郡衛生センタ－）      新島６０ 

        昭和６１年１２月稼働    １１０㎘／日 

        処理方法  ：低希釈二段活性汚泥法＋高度処理 

        設置主体  ：加古郡衛生事務組合 

 



 

６．  搬入量                                  ３，９００㎘ 

    (イ)生し尿                                １，１００㎘ 

    (ロ)浄化槽汚泥                            ２，８００ ㎘ 

(有)播磨清掃社                      １，６００㎘ 

大前清掃                              ４００㎘ 

         (有)エコクリーン                  ２５０㎘ 
           阪神連合清掃(株)                       １０㎘ 

           播磨営繕(有)                        ５４０㎘  

 

７．  残渣の量及び処分 

    加古郡衛生事務組合において処理計画を策定する。 

 

８．  今後の目標 

    播磨町内全域を公共下水道によるし尿処理を目標としている。 

  （ただし、新島及び日量1,000㎘以上を排水する特定工場を除く。） 

 

９．  住民に対する広報・啓発活動 

    町広報紙により、浄化槽の適正な管理及び下水道利用を呼びかける。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２３年度  ごみ処理実施計画 

 

本町は、住民と行政が一体となり、ごみの減量、分別による資源化、環境汚染の

防止を図るため、１６種分別収集を実施している。 

  本年度も引続き、より一層の住民の理解と協力を求め、ごみの適正処理を行う。 
 
行政区域面積    ９.０９ｋ㎡ 計画処理区域    ９.０９ｋ㎡ 

行政区域人口  ３４,３００人 計画処理区域   ３４,３００人 

行政区域世帯数  １３,７００世帯 計画処理区域  １３,７００世帯 
 

１．  排 出 量    １０，２５０ｔ     
        行政収集    ６，６６５ｔ      許可業者収集､直接搬入  ３,５８５ｔ  

          可燃ごみ  ５，２００ｔ                   ３,０００ｔ 

          不燃ごみ     １８０ｔ                         ３０ｔ 

          粗大ごみ     ２４０ｔ                       ３７０ｔ 

          あきびん（３種類） １６０ｔ                     

          あき缶         ３０ｔ                           ６ｔ 

          ペットボトル   ３０ｔ                           ２ｔ 

          ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装類 ２５０ｔ                           ２ｔ 

          紙類 （３種類）５００ｔ                     １５０ｔ 

          布類           ６０ｔ                         ２０ｔ   

          蛍光灯           ６ｔ                             

          紙パック         ２ｔ                         ５ｔ 

          食用廃油         ７ｔ 
 

２．  収集区域  播磨町内全域（ただし、東新島は除く。） 

 
３．  収集回数 

      可燃ごみ                                   週２回（地区毎） 

      不燃ごみ･粗大ごみ･あきびん･あき缶･ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ･紙類･布類･食用廃油･蛍光灯  月１回（地区毎） 

      プラスチック容器包装類                     週１回（地区毎） 

      
４．  収集方法 

    (イ)  ステ－ション方式により、直営で収集する。  ４２８箇所 

          ごみステ－ション数 

            可燃ごみ・不燃ごみ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装類のみ         ３０２箇所  



可燃ごみ・不燃ごみ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装類・粗大ごみ･あき缶･  
           ﾍﾟｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ･食用廃油･蛍光灯               １２６箇所 

   (ロ)  ステ－ション方式により、委託で収集する。  ２１１箇所 

            あきびん（委託先：昌平(株)）        １０１箇所 

            紙類・布類（委託先：(株)シンノウ）     １１０箇所 

    

   (ハ)  事業所や商店から排出される事業系一般廃棄物は、事業者等が        

直接搬入するか、町の許可業者に委託して搬入する。 
 

５．  収集体制 

      収集人員      １０人    事務責任者    １名 

      収集車両      ４ｔパッカ－車  １台    軽四トラック１台 

                    ３ｔパッカ－車  １台    ２ｔダンプ   ２台   
                    ２ｔパッカ－車  ２台          （計７台） 

 
（１）  一般廃棄物処理業許可業者   

業者名 収集車両 収集ごみ量 

竹本  謙一  
明石市魚住町清水1323-4 

２ｔパッカ－車   １台 可燃ごみ（事業系）  

７００ｔ 

金澤産業（株）  
加古郡稲美町加古３８６９ 

２．４５ｔパッカ－車１台 可燃ごみ（事業系） 
６３０ｔ 

木村工業（株）  
明石市大久保町ゆりのき道１-5-17

３．１ｔパッカー車 １台 可燃ごみ（事業系） 
５００ｔ 

(有 )第一清掃  
加古郡播磨町南大中２丁目５番１５

２．２ｔパッカー車 １台  
３ｔコンテナ車   １台 

軽トラック車    ２台 

可燃ごみ（事業系） 
 ３０ｔ 

加古郡広域シルバー人材センター  
加古郡播磨町南野添1丁目２３番７号

０.８５ｔトラック車 ３台 

１ｔトラック車    １台  
軽トラック車    ４台 

引っ越しごみ（粗大ごみ） 
  １０ｔ  

        
（２）  直接搬入一般廃棄物    １，２００ｔ 

  （３）  公共系一般廃棄物        ５１５ｔ 



６．  中間処理施設 

    (イ)  焼却施設（名称：播磨町塵芥処理センター）      新島５９ 

          平成４年４月稼働      ４５ｔ／２４Ｈ×２基 

          焼却方式    准連続燃焼方式 

          設置主体    播磨町     運営方式    委託 

    (ロ)  あき缶プレス施設     

          播磨町塵芥処理センター内 

          平成５年４月稼働        １ｔ／５Ｈ 

          方式    圧縮成形方式     設置主体    播磨町     

    (ハ)  破砕処理施設（名称：加古郡リサイクルプラザ）  新島５９          

  平成１０年４月稼働      １５ｔ／５Ｈ                            

  設置主体    加古郡衛生事務組合   

   （ニ） 廃棄物再生処理施設（名称：加古郡ストックヤード）新島５９    
       平成１３年３月稼働      １０ｔ／５Ｈ                                 

設置主体    加古郡衛生事務組合  
 

７．  中間処理施設                                   

    (イ)  建設廃材仮置場       

          設置主体    播磨町 

          播磨町塵芥処理センタ－内  新島５９  容量 ３００㎥ 

    (ロ)  あき缶・牛乳紙パック・蛍光灯 保管場所 

          播磨町塵芥処理センタ－内  新島５９  容量 ２００㎥ 

    (ハ)  ペッボトル 保管場所       新島６０ 

          加古郡衛生センタ－倉庫  ２２．５㎡ 

    (ニ)  プラスチック容器包装類 保管場所   新島６０ 

          加古郡衛生センタ－倉庫  ９０㎡ 

    (ホ)  ヘドロ仮置場      播磨町新島４６－１ 

          設置主体    播磨町 

          容    量    ８００㎥ 

 
 
 
 
 
 



８．  最終処分場 

    塵芥処理センターから発生する焼却灰及び不燃物については、下記のとおり処

分する。 

      大阪湾広域臨海環境整備センター神戸埋立処分場                       

         設置場所    兵庫県神戸市沖 

          設置主体    大阪湾広域臨海環境整備センター         

          面    積    ８８ヘクタール                         

          積出基地（播磨基地）へ直営で運搬し、処分を委託する。 

     なお、破砕処理施設から排出される不燃物の処分等については、加古郡衛生

事務組合において策定する。  
 

９．そ  の  他 

    住民に対する広報・啓発活動等 
 

    廃棄物最終処分場にも限界があることから、大量消費、大量廃棄の生活形態を見直

し、ごみの減量とリサイクルの推進を図るため、当町では１６種分別収集を実施

している。  
ごみの排出量は紙類・布類とプラスチック容器包装類の分別回収を実施した平

成１３年度を境に減少し、ほぼ横ばい状態が続いていたが、平成１９年度からは、

やや減少傾向になっている。しかし、可燃ごみへの紙類混在率は高く、なお一層

の分別啓発が必要とされている。  
また、リサイクルモデルの実践として、食用廃油をごみ収集車のバイオ燃料と

して利用し、資源の循環利用の有効性を住民に広報することにより、食用廃油回

収量増加を目的とした啓発を行う。  
    ごみの減量化、再資源化の重要性が叫ばれるとき、分別収集の果たす意義、効

果等について町広報紙及び町ホームページ、自治会等を通じて啓発活動を推進し、

住民の協力を求めると共に、事業系一般廃棄物についても、分別排出に対する協

力を事業者にも求め、ごみの適正な処理と生活環境の保全向上を図る。 

   また、資源の再利用化活動の実践を広めるための事業として、町内各団体が

行う資源回収運動（廃品回収）に対して奨励金を交付し、住民活動を支援する。 

  

 
 
 
 
 
 



 
 


